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凡　　例
　本書では多くの文献を参考としているが、本書が教科書であることから、研究論文や他の教科書など多くの文献の注
記を省略せざるを得なかった。
　もっとも、特に読んでほしい文献については、できる限り明記した。

　裁判例についても、原則として年月日のみ情報を載せた。
　裁判所のウェブサイトや、大学でデータベース「LEX/DBインターネット」などを検索してほしい。
　特に明記した重要判例の略語は下記の通りである。

　　民集：最高裁判所民事判例集
　　刑集：最高裁判所刑事判例集
　　行集：行政事件裁判例集

　本書の補講（補足）としては、筆者のホームページ http://www.asaho.comから「サイト内検索」欄で気になるキー
ワードを検索してほしい。




